
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第３７号 

（所 管）教職員人事部 教職員人事課 

件  名 令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針の策定について 

提 案 理 由 

本市の教育課題に対応するため、令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針

を策定するものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針は、令和３年度の方針をもとに、

校長の裁量による定数等の活用や小学校における教科担任制の導入、令和７年

度より実施する中学校給食への対応などの観点から次の点を考慮して策定し、

人事配置を行う。 

 

◆「第５ その他」として次のように定める 

各学校園の定数等については、校長の裁量により学校の自主性、自律性を高め

るなど、幼児児童生徒や地域の実態に合わせ活用できるものとする。 

◆小・中学校教職員定数の配分方針 

１．校長・教員（６）「教育課題等に対応するため」に次の項を定める 

・④小学校において専科指導を行い、教科担任制を推進するため 

３ 栄養教諭等（栄養教諭・学校栄養職員）に次の項を定める 

・（２）児童生徒の食の指導又は中学校給食実施の準備のため、学校の実情に

応じて栄養教諭等を加配できる。 

備 考 

 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（本方針に基づき、教職員配置を行う。） 
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令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針の策定について 

 

 

 

令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針について、次のとおり策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和３年１１月２６日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  日 渡  円 
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令和４年度堺市立学校園教職員定数配分方針 

 

第１ 堺市立幼稚園教職員定数の配分方針 

 

堺市立幼稚園教職員定数は、幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号）を標

準として次のとおり定める。 

 

１ 園長・教員 

（１）園長を、幼稚園に各１名配置する。 

（２）准園長を、６学級数以上の幼稚園に各１名配置する。 

（３）学級数に１名を加えた教員数を配置する。 

（４）預かり保育を実施する幼稚園に教員を加配できる。 

（５）幼児教育に関する調査研究を行う幼稚園に教員を加配できる。 

（６）その他幼稚園の実情に応じた課題解決のため教員を加配できる。 

 

第２ 堺市立小・中学校教職員定数の配分方針 

 

堺市立小・中学校教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の

標準に関する法律（昭和３３年法律第１１６号）を標準として次のとおり定める。 

 

１ 校長・教員（養護教諭・栄養教諭を除く。） 

（１）校長を、学校に各１名配置する。 

（２）教頭を、学校に各１名配置する。学校の規模や実情を勘案し、１名加配できる。 

（３）副校長を、夜間学級を設置する中学校に１名配置する。 

（４）学校規模に応じた教員数を配置する。学校規模に応じた教員数は、夜間学級を

除いた通常学級数（小学校１～３年生は児童数を３５で除した数、小学校４～

６年生は児童数を４０で除した数、中学校１～３年生は生徒数を４０で除した

数により算出した数）により算出した教員数（別表１及び２）に、特別支援学

級数を加えた数とする。 

 （５）中学校夜間学級の規模に応じて教員数を配置する。 
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（６）教育課題等に対応するため、次の①～⑬の目的に応じて教員を加配できる。 

①少人数による授業などきめ細かな指導を行うため  

②小学校４年生から６年生までにおいて、個の学びに添った指導を行うため 

③外国語教育を充実するため  

④小学校において専科指導を行い、教科担任制を推進するため 

⑤生徒指導の対応のため 

⑥日本語指導を行うため 

⑦児童生徒への支援を行うため 

⑧通級指導を行うため 

⑨主幹教諭の配置に伴う学校マネジメント機能の強化のため 

⑩教員の質の向上に向けた研修機能の強化のため 

⑪学校の統合に対応するため 

⑫ＩＣＴを活用するなどした教育指導の工夫・改善に関する特色ある研究に取り

組むため 

⑬その他学校の実情に応じた課題解決のため 

 

２ 養護教諭 

（１）小学校・中学校に各１名配置する。児童数８５１人以上の小学校・生徒数８０

１人以上の中学校に、１名配置する。 

（２）児童生徒の心身の健康に資する研究に取り組む学校に養護教諭を加配できる。 

(３) 児童生徒の健康について巡回指導を行うため、養護教諭を加配できる。 

 

３ 栄養教諭等（栄養教諭・学校栄養職員） 

（１）単独調理校に、完全給食を実施する児童生徒数を考慮し、配置する。 

（２）児童生徒の食の指導又は中学校給食実施の準備のため、学校の実情に応じて栄

養教諭等を加配できる。 

 

４ 事務職員 

（１）小学校・中学校に各１名配置する。２７学級以上の小学校、２１学級以上の中

学校に１名配置する。 

２ 



（２）要保護・準要保護の児童・生徒数が１００人以上かつ２５％以上の小学校・中

学校（２７学級以上の小学校、２１学級以上の中学校を除く）に加配できる。 

（３）事務の共同実施を通じて事務機能の強化に取り組む学校の実情に応じて事務職

員を加配できる。 

 

第３ 堺市立高等学校教職員定数の配分方針 

 

 堺市立高等学校教職員定数は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等

に関する法律（昭和３６年法律第１８８号）を標準として次のとおり定める。 

 

１ 校長・教員（養護教諭を除く。） 

（１）校長を、学校に１名配置する。 

（２）准校長を、定時制の課程に１名配置する。 

（３）教頭を、全日制の課程に２名、定時制の課程に１名配置する。 

（４）全日制の課程及び定時制の課程ごとに、工業、商業及び理数に関する学科の募

集人数と学科数に応じた教員数を配置する。 

（５）教育課題等に対応するため、次の①～③の目的に応じて教員を加配できる。 

①理科・数学教育の充実のため 

②普通教科における少人数による授業などきめ細かな指導を行うため 

③国際的に活躍できる人材の育成のため 

 

２ 養護教諭 

（１）全日制の課程・定時制の課程に各１名配置する。 

（２）学校の実情を勘案し養護教諭を加配できる。 

 

３ 実習助手 

全日制の課程及び定時制の課程ごとに、工業、商業及び理数に関する学科の募集

人数等を勘案し配置できる。 
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４ 事務職員 

（１）経営企画室に、室長を１名配置する。 

（２）全日制の課程及び定時制の課程ごとに、募集人数等を勘案し配置する。 

 

第４ 堺市立特別支援学校教職員定数の配分方針 

 

堺市立特別支援学校教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律（昭和３３年法律第１１６号）を標準として次のとおり定める。 

 

１ 校長・教員（養護教諭・栄養教諭を除く。） 

（１）校長を、学校に各１名配置する。 

（２）教頭を、学校（分校を除く。）に各１名配置する。小学部及び中学部の学級数

が２７学級以上の場合、１名配置する。 

（３）副校長を、分校に１名配置する。 

（４）学校規模に応じた教員数（別表３）を配置する。 

（５）教育課題等に対応するため、次の①～③の目的に応じて教員を加配できる。 

①自立活動の指導や個別指導・相談の充実のため 

②地域支援や地域交流の充実のため 

③その他学校の実情に応じた課題解決のため 

 

２ 養護教諭 

学校（分校を含む。）に各１名配置する。小学部及び中学部の児童生徒の数が６ 

１人以上の場合、１名配置する。 

 

３ 栄養教諭等（栄養教諭・学校栄養職員） 

完全給食を実施する学校（分校を含む。）に各１名配置する。 

 

４ 事務職員 

（１）学校（分校を含む。）に各１名配置する。 

（２）学校の規模や実情を勘案し、事務職員を加配できる。 

４ 



第５ その他 

 

各学校園の定数等については、校長の裁量により学校の自主性、自律性を高めるな

ど、幼児児童生徒や地域の実態に合わせ活用できるものとする。 

 

別表 

１ 小学校 

通常学級数 教員数 通常学級数 教員数 通常学級数 教員数 

１ ２ ２１ ２３ ４１ ４５ 

２ ３ ２２ ２４ ４２ ４６ 

３ ４ ２３ ２５ ４３ ４７ 

４ ５ ２４ ２６ ４４ ４８ 

５ ６ ２５ ２７ ４５ ４９ 

６ ７ ２６ ２８ ４６ ５１ 

７ ８ ２７ ２９ ４７ ５２ 

８ ９ ２８ ３０ ４８ ５４ 

９ １０ ２９ ３１ ４９ ５５ 

１０ １１ ３０ ３３ ５０ ５６ 

１１ １２ ３１ ３４ ５１ ５７ 

１２ １４ ３２ ３５ ５２ ５８ 

１３ １５ ３３ ３６ ５３ ５９ 

１４ １６ ３４ ３７ ５４ ６０ 

１５ １７ ３５ ３８ ５５ ６１ 

１６ １８ ３６ ４０ ５６ ６２ 

１７ １９ ３７ ４１ ５７ ６３ 

１８ ２０ ３８ ４２ ５８ ６４ 

１９ ２１ ３９ ４３ ５９ ６５ 

２０ ２２ ４０ ４４ ６０ ６６ 

（表中の教員数には校長・教頭・養護教諭・栄養教諭等を含まない） 
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２ 中学校 

通常学級数 教員数 通常学級数 教員数 

１ ３ ２１ ３４ 

２ ５ ２２ ３５ 

３ ７ ２３ ３７ 

４ ８ ２４ ３８ 

５ ９ ２５ ４０ 

６ １１ ２６ ４１ 

７ １２ ２７ ４３ 

８ １３ ２８ ４４ 

９ １５ ２９ ４６ 

１０ １７ ３０ ４７ 

１１ １８ ３１ ４９ 

１２ ２０ ３２ ５０ 

１３ ２１ ３３ ５２ 

１４ ２３ ３４ ５３ 

１５ ２４ ３５ ５５ 

１６ ２６ ３６ ５６ 

１７ ２７   

１８ ２９   

１９ ３１   

２０ ３２   

（表中の教員数には校長・副校長・教頭・養護教諭・栄養教諭等を含まない） 

 

 

 

 

 

 

６ 



３ 特別支援学校 

学級数 
小学部 

教員数 

中学部 

教員数 
学級数 

小学部 

教員数 

中学部 

教員数 

１ ２ ４ ２１ ２５ ３３ 

２ ３ ６ ２２ ２６ ３５ 

３ ５ ９ ２３ ２７ ３６ 

４ ６ ８ ２４ ２８ ３７ 

５ ７ ９ ２５ ２９ ３８ 

６ ８ １１ ２６ ３１ ４０ 

７ ９ １３ ２７ ３２ ４１ 

８ １０ １４ ２８ ３３ ４３ 

９ １２ １６ ２９ ３４ ４４ 

１０ １３ １８ ３０ ３５ ４６ 

１１ １４ １９ ３１ ３６ ４８ 

１２ １５ １９ ３２ ３７ ４９ 

１３ １６ ２１ ３３ ３８ ５０ 

１４ １７ ２２ ３４ ３９ ５２ 

１５ １９ ２４ ３５ ４０ ５４ 

１６ ２０ ２５ ３６ ４１ ５４ 

１７ ２１ ２７ ３７ ４２  

１８ ２２ ２９ ３８ ４４  

１９ ２３ ３０ ３９ ４５  

２０ ２４ ３２ ４０ ４６  

（表中の教員数には校長・副校長・教頭・養護教諭・栄養教諭等を含まない） 
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